
（単位：千円）

負担金

使用料

手数料

財産収入

寄付金

繰入金

簡００１ 項　　目　　名 施設維持管理費

予算書項目 施設管理費 ページ 89 所　　属　　名

農林水産部 
農村整備課年度

簡易水道事業費特別会計 【問合せ先】簡易水道係 0857-20-3246　 

【１０次総の施策体系】4201 

【事業の目的及び効果】 
　簡易水道等施設を維持管理する為の費用。施設の修繕、水質検査等、安心安全な水道水 
　供給のための業務を行う。 

【事業の内容】 
　・地元管理水道施設の市管理移行に伴う、維持管理委託料（用瀬町（社・大村、
　　用瀬・別府）、佐治町（河本））
　・漏水等緊急修繕の増加に係る修繕費
　・コンビニ納付に対応した料金ソフトの導入

【その他】 
　全体的に施設の老朽化による修繕が増加しており、施設改修の必要がある。 

　※その他財源の使用料は、水道使用料
　　その他財源の諸収入は、施設使用料
　　その他財源のその他は、前年度繰越金

款 簡易水道費

項

H28

事業の概要　会計名

12,359 0 

簡易水道費

目 簡易水道管理費

補正前額 166,183 

要求額 12,359 

0 

地方債 0 

総務部長段階査定額 12,359 その他財源の内訳

分担金 0 

△ 2,943 

市長段階査定額

5,305 諸収入 2,800 

計

区　　分 補正額 0 

財
源
内
訳

国・県支出金 0 

12,359 その他 7,197 

行財政改革課処理欄

0 

その他 7,054 0 

一般財源

（単位：千円）

負担金

使用料

手数料

財産収入

寄付金

繰入金

簡００２ 項　　目　　名 量水器取替費

予算書項目 施設管理費 ページ 89 所　　属　　名

農林水産部 
農村整備課年度

簡易水道事業費特別会計 【問合せ先】簡易水道係 0857-20-3246　 

【１０次総の施策体系】4201 

【事業の目的】 
　計量法により水道メーターは特定計量器に定められ、特定計量器は計量法施行令で検定 
証印等の有効期限が８年と定められており、８年ごとに交換する必要がある。　　　　 
　このため、有効期限が満了する水道メーターを交換する。また、本年度は水道局移行へ 
の最終年であり、地元管理の簡易水道から市管理へ移行するものについて、検満がすぎて 
いるものは、すべて交換する。 

【事業の内容】
　・地元管理水道の検満調査による増加分の交換 
　・水道局移行に伴い量水器に新たな水栓管理番号札を設置

　※その他財源の使用料は、水道使用料

款 簡易水道費

項

H28

事業の概要　会計名

2,640 0 

簡易水道費

目 簡易水道管理費

補正前額 16,359 

要求額 2,640 

0 

地方債 0 

総務部長段階査定額 2,640 その他財源の内訳

分担金 0 

2,640 

市長段階査定額

0 諸収入 0 

計

区　　分 補正額 0 

財
源
内
訳

国・県支出金 0 

2,640 その他 0 

行財政改革課処理欄

0 

その他 2,640 0 

一般財源
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（単位：千円）

負担金

使用料

手数料

財産収入

寄付金

繰入金

簡００３ 項　　目　　名 簡易水道事業統合推進費

予算書項目 施設管理費 ページ 89 所　　属　　名

農林水産部 
農村整備課年度

簡易水道事業費特別会計 【問合せ先】簡易水道係 0857-20-3246　 

【１０次総の施策体系】4201 

【事業の目的】 
　上水道事業との事業統合へ向け、簡易水道事業統合計画書に沿った移行業務を計画的に 
行う（H24～H28）。本年度は、最終年にあたり、企業会計移行に不可欠な資産管理シス テ
ムの構築、料金システムの改修を計画している。 

【事業の内容】 
　・簡易水道資産管理システム導入業務における入力項目追加による増額

　※その他財源の使用料は、水道使用料

款 簡易水道費

項

H28

事業の概要　会計名

303 0 

簡易水道費

目 簡易水道管理費

補正前額 19,550 

要求額 303 

0 

地方債 0 

総務部長段階査定額 303 その他財源の内訳

分担金 0 

303 

市長段階査定額

0 諸収入 0 

計

区　　分 補正額 0 

財
源
内
訳

国・県支出金 0 

303 その他 0 

行財政改革課処理欄

0 

その他 303 0 

一般財源

- 50 -


